
特にご留意いただきたい点 

 

１．令和７年度からの変更点 

（１）国民健康保険健康診査（30 代）の自己負担金統一について 

 30 歳代の健康診査の自己負担金は一律 1，500 円とする。ただし、市民税非課税世帯の者は

無料。※必ず、健診当日に、受診者が持参する主たる生計者の課税証明書（原本）で、非課税世

帯であることを確認してください。（請求時、原本の提出は不要です。原本は本人に返却すること。） 

対象 30 歳代【課税世帯】 30 歳代【非課税世帯】 （参考）40 歳～74 歳 

（4/2 以降国保加入者） 

自己負担額 

（変更前） 

1,500 円 500 円 無料 

自 己 負 担 額

【変更後】 

変更なし 無料 変更なし 

健 診 当 日 の

持ち物 

受診券 

マイナ保険証等 

受診券 

マイナ保険証等 

課税証明書（主たる生

計者のもの）（原本） 

受診券 

マイナ保険証等 

 

受診券様式の変更 

（全体） 

 



（受診者負担金部分拡大） 

 
 

 

 

２．その他 

（１）国民健康保険健康診査 

１）委託料請求時の添付資料（健診票）について 

市の様式を使用せず医療機関の様式を使用する場合は、その様式の記載内容から健診必須

項目を実施したことが読み取れるようにしてください。 

２）請求書の提出方法について 

実施月ごとに、１枚請求書を作成して、ご提出ください。 

（２）詳細な健診項目(特定･後期健診)及び国保健診の眼底検査を実施する場合 

国保連へ提出する健診結果データ（特定・後期健診）又は市へ提出する健診票（国保健診）に

おいて該当検査の実施基準を満たしていることが読み取れるようにしてください。 

（３）眼底検査（他院実施）※医師会加入の個別医療機関のみ 

 医師会加入の健診実施医療機関が自院で眼底検査を実施できない場合、眼底検査のみを他

院（医師加入医療機関に限る。）で実施するフローについて、令和７年５月から運用を開始しまし

た。一定の基準の下※、重症化の進展を早期にチェックするため、詳細な項目として眼底検査を実

施することが必要であると医師が判断した場合は、眼底検査の実施（自院で実施できない場合は

他院への紹介）をお願いします。 

詳細な健診を実施する有効期限は、健診実施医療機関への初回受診時（健診実施日）からの

１か月以内です。健診実施医療機関からの依頼日ではありません。なお、「１か月」とは民法の規

定により、「健診受診日の翌日（起算日）から翌月の起算日に応答する日の前日まで」となります。 

※当該年度の健診結果等において、血圧又は血糖の値が受診勧奨判定値以上の者 

（４）結果説明 

結果説明も含めての委託料となっています。対面・郵送のいずれの方法でも、受診者へ請求は

しないでください。 

非課税世帯であることを確認したら✓を記入してください。 

（原本は本人に返却する。市へのコピーの提出不要。） 


